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　　(5)　第三セクターの見直し

　　　　本町が出資、出えん注１している第三セクター注２は、町が主体となって設立された

　　　ものではなく、いずれも設立趣旨に賛同し複数の自治体と共同で出資しているもの

　　　であり、今後の取組としては、出資額等を必要最低限とし、安易な追加支援を行わ

ないものとしていきます。

出資、出えん団体一覧　（平成 18 年３月末現在）

法人名 業務概要
法人
分類
出資金額
（千円）

出資率
(%)

区分

静岡総合研究機構
総合計画、地域開発等の研究・
調査

財団 273 0.025 出えん

静岡文化財団 地域の文化交流・振興 財団 909 0.090 出えん

静岡県グリーンバンク 緑化思想の普及 財団 120 0.014 出えん

静岡県腎臓バンク 腎臓移植・提供に関する援助 財団 340 0.110 出えん

しずおか健康長寿財団
高齢社会に対応する社会基盤の
整備

財団 640 注３ 0.201 出えん

障害者スポーツ協会 障害者スポーツの普及・発展 財団 240 0.237 出えん

静岡県勤労者信用基金協会 融資の援助・信用保証 財団 2,115 0.027 出えん

静岡県下水道協会 下水道の普及 財団 185 1.233 出えん

静岡県暴力追放運動推
進センター

暴力団対策 財団 900 0.110 出えん

静岡県林業会議所 森林経営の支援 財団 300 0.240 出資金

静岡県国際交流協会 県民の国際交流活動の推進 財団 909 注４ 0.099 ―

静岡県緑化推進協会 緑化運動の推進 財団 222 0.218 出資金

静岡県農業振興公社 農業経営の改善・規模の拡大 財団 10 0.004 出資金

静岡県畜産協会 畜産に関する経営・技術の援助 財団 2,320 0.343 出資金

静岡県青少年会館 青少年団体の連絡調整 財団 100 0.040 ―

　　　　　注１）出えん（捐）

　　　　　　　事業を営むための資本として金銭その他の財産を出すことをいいます。通常出資の場合に認

　　　　　　められる議決権や配当請求権が何ら保証されていないので、寄附に近い性格のものといえます。

　　　　　注２）第三セクター

　　　　　　　国や地方公共団体の公共部門（第一セクター）と民間部門（第二セクター）との共同出資で

　　　　　　設立された事業主体をいいます。

　　　　　注３）しずおか健康長寿財団への出えん金

　　　　　　　静岡県町村会からの出えん金 320千円を含む。
　　　　　注４）静岡県国際交流協会への出資金等

　　　　　　　静岡県町村会を通じ町が負担したものであり、他の出資・出えんとは性格が異なる。


